
候補者届出政党が録音し又は録画した政見の録音等公営限度額

（令和８年２月８日執行予定 衆議院議員小選挙区選出議員選挙）

１ 録音等公営限度額

(1) 録音の場合一種類につき 226,000 円

(2) 録画の場合一種類につき 2,873,000 円

２ 複製公営限度額

(1) 録音の場合複製一本につき 2,000 円

(2) 録画の場合複製一本につき 34,000 円


